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公益財団法人愛知県労働協会

◇◇労務管理ＷＥＢ講座 就業規則作成・見直しのポイント

第 4回 就業規則を作成する上で、社労士が考える実務的注意事項とは

～厚労省のモデル就業規則に沿って具体的に見てみましょう その３～

定年について

［例１］ 定年を満７０歳とする例

（定年等）

第５１条

労働者の定年は、満７０歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職

とする。

［例２］ 定年を満６５歳とし、その後希望者を継続雇用する例

（定年等）

第５１条

労働者の定年は、満６５歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職

とする。

２ 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事

由又は退職事由に該当しない労働者については、満７０歳までこれを継続雇用す

る。

［例３］ 定年を満６０歳とし、その後希望者を継続雇用する例（満６５歳以降は対象者

基準あり）

（定年等）

第５１条

労働者の定年は、満６０歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職

とする。

２ 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事

由又は退職事由に該当しない労働者については、満６５歳までこれを継続雇用す

る。

３ 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、

解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいず

れにも該当する者については、満７０歳までこれを継続雇用する。

（１）過去○年間の人事考課が○以上である者

（２）過去○年間の出勤率が○％以上である者

（３）過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと

認められた者
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［例４］ 定年を満６５歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託

契約を締結する例（ともに対象者基準あり）

（定年等）

第５１条

労働者の定年は、満６５歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職

とする。

２ 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事

由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも

該当する者については、満７０歳までこれを継続雇用する。

（１）過去○年間の人事考課が○以上である者

（２）過去○年間の出勤率が○％以上である者

（３）過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと

認められた者

３ 第１項の規定にかかわらず、定年後に業務委託契約を締結することを希望し、

解雇事由又は退職事由に該当しない者のうち、次の各号に掲げる業務について、

業務ごとに定める基準のいずれにも該当する者については、満７０歳までこれと

業務委託契約を継続的に締結する。なお、当該契約に基づく各業務内容等につい

ては、別途定める創業支援等措置の実施に関する計画に定めるところによるもの

とする。

（１）○○業務においては、次のいずれの基準にも該当する者

ア 過去○年間の人事考課が○以上である者

イ 当該業務に必要な○○の資格を有している者

（２）△△業務においては、次のいずれの基準にも該当する者

ア 過去○年間の人事考課が○以上である者

イ 定年前に当該業務に○年以上従事した経験及び当該業務を遂行する能力

があるとして以下に該当する者

① ○○○○

② △△△△

【第５１条 定年等】

１ 定年とは、労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度をいいます。

２ 労働者の定年を定める場合は、定年年齢は６０歳を下回ることはできません（高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第８条）。

３ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条において、事業主には６５歳まで

の高年齢者雇用確保措置が義務付けられています。したがって、定年（６５歳未満

のものに限る。）の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の

導入及び③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。

なお、平成２５年３月３１日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定す

る基準を定めていた事業主については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の

一部を改正する法律（平成２４年法律第７８号）の経過措置として、令和７年３月

３１日までは、老齢厚生年金の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度
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の対象者を限定する基準を定めることが認められています。

表：老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢（男性の場合）※女性は５年遅れ

昭和２８年４月２日から昭和３０年４月１日までに生まれた方６１歳

昭和３０年４月２日から昭和３２年４月１日までに生まれた方６２歳

昭和３２年４月２日から昭和３４年４月１日までに生まれた方６３歳

昭和３４年４月２日から昭和３６年４月１日までに生まれた方６４歳

４ 定年について、労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはなりません（均

等法第６条）。

５ 令和３年４月１日からは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第１０条の２

において、事業主には７０歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務が課されてい

ます。したがって、（１）定年を６５歳以上７０歳未満に定めている事業主、（２）

継続雇用制度（７０歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。）を導入している事

業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。

① ７０歳までの定年引上げ

② 定年制の廃止

③ ７０歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入（特殊関係事

業主に加えて、他の事業主によるものを含む）

④ ７０歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ ７０歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

ａ事業主が自ら実施する社会貢献事業

ｂ事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

高年齢者就業確保措置を講じる際に制度の対象者を限定する場合、対象者基準の

内容は、原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数労働組合等と

の間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいです。

ただし、労使間で十分に協議の上で定められたものであっても、事業主が恣意的

に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令に反する又は

公序良俗に反するものは認められません。

高年齢者就業確保措置のうち、７０歳まで継続的に業務委託契約又は社会貢献事

業に従事できる契約を締結するにあたり、対象者基準を設ける場合は、当該者に

事業主の指揮監督を受けることなく業務を適切に遂行する能力や資格、経験があ

ること等、予定される業務に応じて具体的な基準を定めることが必要です。

追加解説

・定年年齢の設定については、60 歳定年で、その後再雇用年齢を 65 歳以上何歳にす
るかと言う点での変更が多かった印象でしたが、昨今では、業種の偏りもあるよう

に見受けられますが６５歳以上の定年に変更しないと求職者からの対象会社から外

されてしまうといった理由により、定年年齢を急遽変更されるケースも多く見受け

られるようになりました。

・現在の法律としては、同一労働同一賃金の考え方を認識した労働条件提示は必須で

すが、６５歳までの方についても、労働条件を提示したにもかかわらず定年者が拒
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否して再雇用に至らない場合はあり得ます。「継続雇用する」という規定ですとお

互いに解釈を誤る懸念が生じますから、「雇用契約を更新することが出来る」とし

た方が良いという意見もあります。

（退職）

第５２条

前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

①退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して 日を経過したとき

②期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき

③第９条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき

④死亡したとき

２ 労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種

類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

【第５２条 退職】

１ 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。

また、会社の承認がなくても、民法（明治２９年法律第８９号）の規定により退職

の申出をした日から起算して原則として１４日を経過したときは、退職となります

（民法第６２７条第１項）。

２ 期間の定めのある労働契約（有期労働契約）について、反復更新の実態などから、

実質的に期間の定めのない労働契約（無期労働契約）と変わらないといえる場合や、

雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め（契約期間が

満了し、契約が更新されないこと）をすることに、客観的に合理的な理由がなく、

社会通念上相当であると認められないときは、雇止めが認められません。従前と同

一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります（契約法第１９条）。

３ 労働者から使用期間、業務の種類、その事業での地位、賃金又は退職事由（解雇

の場合は、その理由を含む。）について証明書を求められた場合、使用者は求めら

れた事項について証明書を交付する義務があります（労基法第２２条第１項）。

追加解説

・退職は、一般的に、労使でもめるタイミングであり、慎重に規定したいところです。

・自己都合退職には「合意解約」と「辞職」の２種類があるとされています。第５２

条①の前半は「合意解約」、後半は「辞職」と区分けすることが出来、退職金制度

がある会社では、この点でも支給額に差を付けるケースが見受けられます。

会社の承認が無かった場合でも、民法第６２７条第１項により暦で２週間経過すれ

ばその労働契約は終了することが出来るとされていて、2020 年 4 月 1 日施行の民
法改正により特に明確になり、退職する場合は１ヶ月以上前に申し出る事と規定し

ていてもその通りにならないケースが増えています。但し、１ヶ月以上前に申し出

をして欲しいという事を規定すること自体に問題はありません。出来れば円満に雇

用契約を終了出来るとよいですね。
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・その他、行方不明者（会社に届出のない欠勤が連続している等の場合を含む）の取

り扱いや、退職迄に業務の引継その他の業務上指示を終了させること、貸与、保管

している金品等を返納することについて規定するケースも見受けられます。

（解雇）

第５３条

労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

①勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし

得ないとき。

② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも

転換できない等就業に適さないとき。

③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後３年を経過しても当該負傷又は疾

病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受け

ることとなったとき（会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。）。

④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。

⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適

格であると認められたとき。

⑥ 第６８条第２項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。

⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事

業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難な

とき。

⑧ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

２ 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも３０日前に予告をする。

予告しないときは、平均賃金の３０日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。

ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮すること

ができる。

３ 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を第６７条第１項第４

号に定める懲戒解雇にする場合又は次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇

する場合は適用しない。

① 日々雇い入れられる労働者（ただし、１か月を超えて引き続き使用されるに

至った者を除く。）

② ２か月以内の期間を定めて使用する労働者（ただし、その期間を超えて引き

続き使用されるに至った者を除く。）

③ 試用期間中の労働者（ただし、１４日を超えて引き続き使用されるに至った

者を除く。）

４ 第１項の規定による労働者の解雇に際して労働者から請求のあった場合は、解

雇の理由を記載した証明書を交付する。

【第５３条 解雇】

１ 労基法第８９条第３号に定める「退職に関する事項」は、就業規則の絶対的必
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要記載事項のため、就業規則に必ず規定しなければなりません。

２ 労基法第８９条には、就業規則に規定する解雇の事由について特段の制限はあ

りません。しかし、契約法第１６条において、「解雇は、客観的に合理的な理由

を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したも

のとして、無効とする」とされています。

また、労基法をはじめ様々な法律で解雇が禁止される場合が定められています。

就業規則に解雇の事由を定めるに当たっては、これらの法律の規定に抵触しない

ようにしなければなりません。

※ 解雇が禁止されている場合 → 表省略

なお、③(③労働者の業務上の負傷、疾病による休業期間とその後３０日間の解

雇）については、業務上の事由による負傷、疾病の労働者が療養開始後３年を経

過した日において傷病補償年金を受けている場合（又はその日以降、同年金を受

けることになった場合）又は天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継

続が不可能となったときで事前に労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇

の制限がありません。

３ 労働者を解雇するときは、原則として少なくとも３０日前に予告するか、又は

平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です（労基法第２０

条第１項）。

ただし、

① 日々雇入れられる者（１ヶ月を超えた者を除く。）

② ２か月以内の期間を定めて使用される者（所定の期間を超えた者を除く。）

③ 季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者（所定の期間を超えた

者を除く。）

④ 試の使用期間中の者（１４日を超えた者を除く。）

には予告する必要はありません。

また、下記の（イ）又は（ロ）の場合であって、所轄労働基準監督署長の認定

を受けたときも解雇の予告は必要ありません。

（イ）天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となるとき

例：火災による焼失、地震による倒壊など

（ロ）労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき

例：横領・傷害、２週間以上の無断欠勤など

また、解雇予告の日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができます

（労基法第２０条第２項）。

４ 使用者は、労働者を解雇するに際し、解雇された労働者から解雇の理由を記載

した証明書の交付を請求された場合、遅滞なく当該理由を記載した証明書の交付

をしなければなりません（労基法第２２条第１項）。

また、解雇予告の日から当該解雇による退職の日までに、解雇を予告された労

働者から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合は、遅滞なく、当

該理由を記載した証明書の交付をしなければなりません（労基法第２２条第２

項）。
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５ 期間の定めのある労働契約（有期労働契約）で働く労働者について、使用者は

やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇するこ

とはできないとされています（契約法第１７条第１項）。有期労働契約中の解雇

は、無効と判断される可能性が期間の定めの無い労働契約（無期労働契約）の解

雇よりも高いと考えられます。

また、有期労働契約が３回以上更新されている場合や１年を超えて継続勤務し

ている有期契約労働者について、契約を更新しない場合、使用者は少なくとも契

約の期間が満了する日の３０日前までに、その予告をしなければなりません（あ

らかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除きます。）（有期労

働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準（平成１５年厚生労働省告示第３５

７号）第１条）。

さらに、使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を

請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。雇止めの後に労働

者から請求された場合も同様です（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関す

る基準第２条）。明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由

とすることが必要です。下記の例を参考にしてください。

・ 前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため

・ 契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約はその上限に係る

ものであるため

・ 担当していた業務が終了・中止したため

・ 事業縮小のため

・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため

・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたことなど勤務不良

のため

追加解説

・ここでの解雇については、懲戒解雇と違い限定列挙が原則では無いようです。また、

モデル就業規則の内容からも推察出来るように、当然ながら解雇は容易に出来るも

のではなく、後に解雇無効の判断がされ、バックペイとされる解雇された時点から

復職した時点までの賃金を遡及支払することの無いよう慎重に実施すべきです。

・例示されている内容で、法的には明確な必要性が無いため規定するかどうかの意見

が一般的に分かれる点としては、「著しく」と言う表現と「他の職務への転換」を

解雇前に求めている点が挙げられます。各社でご検討頂ければと思います。

・他の規定例としては「協調性を欠き他の従業員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき」

「就業規則に定める服務規律規定に違反し、改悛の情が無いと判断されたとき」

「その他、会社の従業員として適格性がないと判断されたとき」といったものが見

受けられます。
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その他の追加解説

今回は時間の関係でいくつかの条文を割愛させて頂きました。

主なものとして、労働時間や年次有給休暇を含めた休暇、賃金、退職金、安全衛生、表

彰及び制裁といった項目になります。

その点、少しだけ触れて参りたいと思います。

まず、労働時間については、1 ヶ月単位や 1 年単位といった変形労働時間制が紹介され
ています。各企業さんに合わせて最も適していると思われるものを利用して頂いたら良

いと思いますが、賃金支払時にミスが生じ無い様、良く見極めて適用して頂く必要があ

ります。

年次有給休暇については、年次有給休暇の管理簿の作成が義務となっていて、特に基準

日を設定しておられる時に、思わぬミスが生じる事がありますのでお気をつけ頂きたい

と思います。

賃金については、やはり残業代の計算方法ですね。計算時に除外出来る手当が法律で決

定していますので、間違えて基本給だけで計算していたと言うことにならないようにご

確認をお願い致します。また、単価計算時の分母にあたる、月平均所定労働時間の計算

方法も段々厳しくみられる様になっています。今は賃金支払に関する時効は 3年間です。
思わぬ大金と従業員の皆さんの信用を喪失しないようにして頂ければと思います。

最後に制裁について少しだけ触れたいと思います。制裁時の注意点は、一つ目は「減給」

の上限です。各種報道に出るような、何ヶ月間何十パーセントの減給と言ったことは労

働基準法の世界では出来ません。また、役職の降格（降職）等は人事権の行使として実

施することが出来ますので、制裁処分とは別として、二重処分（同じ行為に対して、二

重の処罰は禁止されていること）のそしりを受けないようにモデル就業規則のようなシ

ンプルさでも十分だと思います。あと、懲戒解雇はハードルが高いので解雇（普通解雇）

にしておこう、又は、まず退職勧奨を実施してから と言う事も良くあることです。

最近はハラスメントに関連して制裁を行わざるを得ないケースも多くなっているように

感じます。平等性という点でも、今後の制裁処分実施時の参考実績になりますから、場

合によっては外部の専門家も交えて十分検討して頂いた上で、決定、実施して頂ければ

と思います。

今回は、厚労省のモデル就業規則に少しだけ実務的な点での解説を加えさせて頂くこと

が何かの参考になれば と言う事で 4回シリーズを開催させて頂きました。少しでも
皆様のお役に立てれば光栄です。皆様の企業の益々のご発展を祈念致しております。

特定社会保険労務士 位田 達哉


